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　新年あけましておめでとうございます。町民の皆さまにおかれましては、健やかに新春をお
迎えになられたこととお慶び申し上げます。

　昨年を振り返ってみますと、新型コロナウイルス感染症のこれまでに経験したことのない感
染拡大により日本中が見えないウイルスに不安を抱きました。紀南地方においても猛威をふる
う中、最前線で働かれている医療従事者、また、関係者の皆さまにおかれましては、日々の業
務に加え、ワクチン接種など感染拡大防止にかかるご協力をたまわり、おかげさまで本町では、
希望される住民の皆さまのワクチン接種（１回目・２回目）が昨年8月に完了いたしました。
ここにあらためて医療従事者の皆さまに深い敬意と感謝の気持ちを表し、心より感謝申し上げ
ます。

　本年は、内閣府　未来技術社会実装事業による電動カートを用いた自動運転レベル2（補助
者が車両に乗車し、運転を監視）の実証実験について、秋頃を目標に町内にて開始いたします。
実証実験に使用する車両は、最大時速12kmのスローモビリティー（最高時速20㎞未満で走
行する車両のこと）となっており、車幅も小さいことから、これまでじゅんかんバスでは運行
することができなかった幅の狭い道路などの通行が可能となる予定です。よりきめ細やかな公
共交通サービスを提供できるよう段階的に運行範囲を広げるなどし、実装に繋げていきたいと
考えております。

　コロナ禍において、生活様式も様変わりし、世界情勢も大きく変化しようとしておりますが、
本町においては、このように未来技術を活用するなどして、住民生活がより豊かになるよう、
常に考え、行動し、前進してまいります。

　いつの日かこの危機を乗り越え、マスクをはずして大きな声でみんな笑って生活できる日が
来ることを願い、再度のお願いではありますが、引き続き感染予防対策についてご協力のほど
よろしくお願い申し上げます。

　結びになりましたが、皆さまのご健勝とご多幸を祈念いたしまして、新年の挨拶とさせてい
ただきます。

新年あけまして
　　おめでとうございます

太地町長　三　軒　一　高
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　新年あけましておめでとうございます。
　町民の皆様におかれましては、清々しい新春をお迎えになられたこととお慶び申し上げます。
年頭にあたり議会を代表して謹んで新年のご挨拶を申し上げますとともに、平素は町議会に対
しまして、深いご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
　
　昨年は町議会議員の選挙があり、現職８名と新人２名が選出されました。そうした中で、昨
年８月の第４回太地町議会臨時会において、議長に推選していただきました。もとより微力で
はございますが、地方自治の伸展と町勢発展、また円滑な議会運営ができるよう、最善の努力
をいたす所存でありますので、よろしくお願いいたします。

　さて、一昨年の新型コロナウィルス感染拡大は昨年においても、収束することなく第４波、
第５波と国内において猛威を振るいました。幸い、当地方においては、迅速なワクチン接種、
感染予防対策の徹底などのおかげで、大過なく日常生活が送れております。これもひとえに医
療従事者や各事業所の方々のご尽力、更には、町民の皆様のご協力の賜物と感謝申し上げます。
本年においては、３回目のワクチン接種をはじめとした感染予防対策の徹底をしながら、商工
業や観光産業を中心とした地域経済が活性化することを切に願っております。

　次に、町内において昨年、町の重要な産業であります水産業の経営安定化のための冷凍施設
が本浦地区に完成し、また、森浦地区においては防災施設としての機能を有したＪＲ太地駅舎
が完成、住民の皆様や観光客が安全、安心して利用できるようになりました。
　本年においては、平見地区にくじらの学術研究都市の拠点となる（仮称）国際鯨類施設の建
設工事に着手する予定となっております。
　今後も行政とともに、町民の皆様が住んで良かったと思える安全、安心のまちを目指して議
会活動をしていく所存でありますので、引き続き町民の皆様のご理解とご協力を賜りますよう
よろしくお願い申し上げます。

　最後に、新しい年が町民の皆様にとりまして、よき一年になりますことを祈念申し上げ、新
年の挨拶とさせていただきます。

新年あけまして
　　おめでとうございます

太地町議会議長　水　谷　育　生
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消防伝達式

こども園入園式

石垣記念館創立 30 周年

くじらに出会える海水浴場

ブルームオンライン交流会

小学校入学式

駅舎防災複合施設竣工

Art　in 和歌山　魂のであうところ 石垣記念館企画展
「海を越える紀州 Kishu on Distant 

Shores」

冷凍施設竣工

中学校入学式

長距離列車
「WEST EXPRESS 銀河」運行

　
　
　
　

広報たいじで振り返る２０21 年広報たいじで振り返る２０21 年



こども園において、火災避難訓練を行いま
した。

園児たちは、先生に言われたことを守り、
姿勢を低くし、鼻と口をハンカチや手で押さ
えながら上手に避難していました。

訓練終了後は、消防車の前で記念撮影をし
たり、子ども用の防火衣とヘルメットを着用
して、放水体験をしたりしました。園児たち
は、「楽しかった！」と笑顔を見せていました。

石垣記念館において、紀の国わかやま文化祭
2021 地域文化発信事業及び石垣記念館創立 30 周
年記念として、企画展「海を越える紀州 Kishu 
on Distant Shores」が開催されました。

かつて、紀伊半島から大勢の人々が海を越え、
外国で様々な労働に従事しました。本企画展で
は、石垣栄太郎氏がカナダに向かう際の乗船者名
簿や、ターミナル島において、大勢の日系人が製
造に携わった缶詰の容器など、故郷の発展に貢献
した移民の歴史に関する資料が展示されました。

こども園において、キノピー教室が開催されま
した。

森の妖精「キノピー」と、「ゴン太」が来園し、
紙芝居を通して森林の役割や山の大切さを園児た
ちに伝えました。

紙芝居終了後、園長が、「山や外でいっぱい遊
びましょう。そして、木や自然を大切にしましょ
うね。今日学んだことを家の人にも教えてあげて
ね。」と呼びかけると、園児たちは元気よく「は
い！」と返事していました。

11/10㈬

11/16㈫ー30㈫

10/27㈬

キ ノピー教室

紀 の国わかやま文化祭 2021 企画展

こ ども園火災避難訓練

まちの
だい話TOWN

TOPICS
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太地町生き生き情報コーナー

令和４年消防出初式の開催中止について

30 歳から公務員を目指す！！ 自衛官（学生）等の募集案内

教えてください！あなたの和歌山県「こころの風景」

新宮公証役場からのお知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ

お知らせ

　令和４年消防出初式は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、開催を中止させていただ
きます。 総務課　消防係

　ＮＨＫ－ＢＳプレミアムで放送する『にっぽん縦断こころ旅』。俳優の火野正平さんが、番組に寄せ
られたエピソードをもとに、地元の人々とふれあいながらこころの風景を訪ねます。“２０２２春の旅 ”
は、和歌山県をスタート！奈良そして２０２１秋の旅で行けなかった京都・滋賀へ！その後山梨・群馬
へ飛び、栃木・福島・宮城・岩手・青森を移動し北海道を目指す１３週間の旅をします。その旅のルー
トは、皆さんから寄せられたお手紙で決まります！
　皆さんの心にある太地町の思い出の風景や情景を、エピソードを添えて出してみませんか？
～「何気ない風景」「思い出の風景」「忘れられない風景」「音の記憶と重なる情景」など～　

【和歌山県の放送予定】３月 28 日（月）～４月１日（金）
【応募方法】 ①住所 ②名前 ③電話番号 ④性別 ⑤年齢 ⑥思い出の場所・風景 ⑦場所にまつわるエピソー

ドを記入して下記まで。
 ◇ FAX：03-3465-1327　
 ◇はがき・封書：〒 150-8001　ＮＨＫ「こころ旅」係　（住所不要）

【締切り】和歌山県　２月７日（月）必着！　
▼詳しくは番組ホームページをご覧ください http://nhk.jp/kokorotabi　または「こころ旅」で検索！

【問合せ】ＮＨＫふれあいセンター　0570-066-066（ナビダイヤル）または 050-3786-5000

　これまでご不便をおかけしましたが、令和３年 12 月１日から公証人が常駐し、下記の時間帯で、遺
言や養育費、各種契約等に関する公正証書の作成及びその相談、私文書や定款の認証、確定日付の付与
等に対応します。
　出張等で一時的に不在の時間もありますので、事前に電話等でお問い合わせの上、ご来場願います。

記
【時間】平日午前９時から午後５時まで　【場所】新宮市緑ケ丘２－１－ 31 カマツカビル３F
【電話】0735-21-2344　【Fax】0735-21-2378　【E メール】nmt-3212@etude.ocn.ne.jp

【問合せ】就職や転職等をご検討の方は是非お問い合わせください。
説明会平日随時、自衛隊新宮地域事務所（新宮高校正門前）※来場自由　【電話】0735-21-3449

受験種目 応募資格 受付期間 試験日 試験会場

自衛官候補生 18 歳以上 32 歳以下の
男女

年間を通じて行ってお
ります

受付時にお知らせいた
します

受付時にお知らせいた
します
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太地町生き生き情報コーナー

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
○  確定申告会場の開設期間は、令和４年２月16日(水)から３月15日(火)まで 
です（土・日・祝日を除く。）。 
○  相談受付時間は、16時までです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新宮税務署で申告書等の作成・相談を希望される方へ 

・ 確定申告会場への入場には「入場整理券」が必要です。 
 「入場整理券」は、会場で当日発行又はＬＩＮＥを通じたオンライン事前 
発行を行います。 
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。 
 

・ ご来場の際はマスクの着用をお願いします。 
・ 来場者数によっては、早めに相談受付を終了する場合があります。 
・ 発熱等の症状がある方や、体調の優れない方は入場をお断りします。 
・ 筆記用具・計算器具等はご持参ください。 
 

～～確確定定申申告告会会場場ででのの感感染染症症対対策策ににごご協協力力くくだだささいい～～  

スマホのカメラで給与所得の源泉徴収票を撮影すれば、 
金額や支払者情報などが自動で入力されます。 

令和４年１月からは、特定口座年間取引報告書や上場株式等の譲渡損失額の入力 
など、スマホ専用画面をご利用いただける方の範囲が広がっています。 

スマホでパシャリ 

スマホ専用画面対象が拡大！ 
スマホ申告がますます便利に！

申告書の作成・送信は国税庁ホームページから

画面の案内に沿って入力 
すれば税額まで自動計算 

マイナポータル連携や過去の申告
データを利用して自動入力 

マイナンバーカードと 
スマホで e-Tax！ 

令和４年１月から e-Taxがますます便利に！ 

例えば・・・ 
マイナンバー対応のスマホがあれば 
ICカードリーダライタがなくても OK 

詳しくはこちら 

国税庁 
ＬＩＮＥ公式アカウント 

 

 

国税庁ホームページ 
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子どものインフルエンザ予防接種費用の助成についてのお知らせ

太地小学校で認知症サポーター養成講座を開催しました

住民福祉課だより住民福祉課だより住民福祉課だより

　太地町では、子どものインフルエンザの発症及び重症化の予防や子育て世代の経済的負担を軽減
するため、予防接種費用の一部を助成しています。
　今年度の助成対象期間は、令和 3 年 10 月 1 日～令和 4 年 1 月 31 日までとなっています。期
限が近づいていますので、助成をご希望の方は、早めの接種をお願いします。※上記期間以外で接
種した場合は、全額自己負担となります。
○　対象者
　接種日現在、太地町に住民票のある生後６か月から 18 歳以下のお子さん
　※ 15 歳から 18 歳以下のお子さんについては、就労していない方に限ります。
○　助成額、助成回数
　接種１回につき上限１，０００円を助成します。
　助成回数は、生後６か月から 13 歳未満は２回、13 歳以上は１回です。
○　助成の申請方法
　医療機関での接種を受けた後、下記の必要書類等を持参の上、住民福祉課で申請してください。
　①　接種の際の領収書（原本）
　②　接種記録のある母子健康手帳
　　※接種の際は、医療機関で母子手帳を提出し、接種記録の記載をお願いします。
　③　振込先の口座情報がわかるもの（通帳等）
　④　印鑑
○　申請期限
　助成対象期間内に接種された方は、令和４年３月 31 日までに住民福祉課まで申請をしてください。

　令和３年 11 月 19 日に太地小学校で、認知症の人とその家族を地域で支える「認知症サポーター
養成講座」を開催し、小学５年生の皆さんに受講していただきました。太地町地域包括支援センター
の職員による認知症についてのお話の他、絵本「ばあばは、だいじょうぶ」の朗読を行いました。

　太地町民は 10 人のうち４人以上の人が高齢者と
いうことを知って驚いた方や、認知症については
よく知らなかったという方が多くおられました。
受講後、児童の皆さんからは、「認知症はいろんな
ことを忘れてしまうのだとわかった。」「昔のこと
はおぼえてくれていることが心にのこった。」「忘
れていたことをはげまして教えてあげたりしたい
です。」「やさしく声をかけて手伝ってあげたい。」
などのご感想をいただきました。 ▲ 認知症サポーターの証『オレンジリング』

を身に着けた太地小学校５年生の皆さん



住民福祉課だより住民福祉課だより住民福祉課だより
障害者控除対象者認定について

　身体障害者手帳や療育手帳等を持っていない６５歳以上の方のうち、寝たきりや認知症等により
要介護認定を受けている方は、申請により障害者に準ずると審査・認定された場合には、所得税や
住民税の障害者控除を申告する時に必要な「障害者控除対象者認定書」を受け取ることができます。
※判定の基準は下記の表をご参照ください。

◎障害者控除の適用を受けられるのは
　課税されている対象者本人、または対象者を扶養している方で課税されている方です。
　（本人または扶養者が非課税の方はこの手続きの必要はありません。）
◎認定書の交付を受けることができる方（対象者）は
　太地町に住所をおく（太地町の要介護認定を受けている）６５歳以上の方で、下記のいずれか
に該当する方です。また、要介護度の低い方は、該当しない場合もあります。
　（注） 障害者手帳や療育手帳等をお持ちの方は、従来どおり申告時に手帳を提示してください。

認定書の申請は必要ありません。
◎令和３年分所得税の確定申告をすでにお済になられた方は
　上記の要件に該当し、すでにお済になられた方は、修正申告または令和４年分所得税の申告時
に、令和３年分の対応ができますので住民福祉課までお問い合わせください。

◎手続きについて
申請方法： 住民福祉課窓口に備え付けの「障害者控除対象者認定申請書」に必要事項を記入し提

出してください。
必要な物：①申請者及び控除対象者の印鑑、②介護保険被保険者証、③本人確認書類（免許証等）

　　　　　　　　　　　　※認定結果は後日、郵送で通知します。

【お問い合わせ】住民福祉課介護係　ＴＥＬ５９－２３３５（内線 25）

（令和３年 12 月 31 日基準日）

認　　定 認　定　基　準 判　定　基　準

障
害
者
（
普
通
）

知的障害者
（軽度・中度）

に準ずる者

知的障害者の障害の程度の判定
基準（重度以外）と同程度の障
害の程度であること

認知症老人の日常生活自立度判
定基準

（ランクⅠからⅡｂ）
身体障害者

（３級から６級）
に準ずる者

身体障害者の障害の程度の等級
表（３～６級）と同程度の障害
の程度であること。

障害老人の日常生活自立度（寝
たきり度）判定基準

（ランクＡ～Ｂ１）

特
別
障
害
者

知的障害者
（重度）

に準じる者

知的障害者の障害の程度の判定
基準（重度）と同程度の障害の
程度であること

認知症老人の日常生活自立度判
定基準

（Ⅲ以上）
身体障害者

（１級から２級）
に準じる者

身体障害者の障害の程度の等級
表（1 ～ 2 級）と同程度の障害の
程度であること。

障害老人の日常生活自立度（寝
たきり度）判定基準

（ランクＢ２以上）
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《保健衛生関係１月行事予定》

　

令
和
３
年
度
長
野
県
消

防
団
協
力
事
業
所
等
知
事

表
彰
を
株
式
会
社
白
馬
三

津
野
様
が
受
賞
さ
れ
、
11

月
25
日
木
曜
日
に
白
馬
村

役
場
に
て
伝
達
式
が
開
催

さ
れ
ま
し
た
。
村
内
事
業

所
で
は
初
め
て
の
受
賞
と
な
り
ま
す
。
県
で

は
、
消
防
団
協
力
事
業
所
の
社
会
的
貢
献
を

広
く
多
く
の
皆
様
に
紹
介
す
る
こ
と
に
よ

り
、
消
防
団
の
活
動
環
境
の
整
備
を
一
層
進

め
、
地
域
防
災
力
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目

的
に
、
『
長
野
県
消
防
団
協
力
事
業
所
等
知

事
表
彰
』
を
行
っ
て
い
ま
す
。

住民基本台帳
（令和３年 11 月末日現在）

総人口 2,939 人
　　男  1,312 人
　　女  1,627 人

世帯数   1,563 世帯
（前月比：総人口　10 人減
              世帯数   ２世減）

白馬から
のお便り

姉妹
都市「白馬村」コーナ

ー

※今後の新型コロナウイルスの流行状況により、
　変更する場合があります。

令
和
３
年
度
長
野
県
消
防
団
協
力
事

業
所
等
知
事
表
彰
を
受
賞
し
ま
し
た

健康相談
月　　日 事　業　名 時　　間 場　　所

１月 12 日（水）
乳幼児健康相談 10：00 ～ 11：30 ふれあいルーム

⇒　「 ふれあいルーム 」は、令和４年１月から旧堀端商店（太地駐在所付近）に移転します。

１月 19 日（水） 成人健康相談（血圧測定）

10：30 ～ 11：30 公 民 館
13：00 ～ 13：30 平見集会所
13：45 ～ 14：15 老人憩の家
14：30 ～ 15：00 寄水集会所

１月 24 日（月） 成人健康相談（血圧測定） 14：15 ～ 14：45 森浦集会所
※成人健康相談（血圧測定）で、検尿を希望の方は、ご自宅で採尿し、ご持参ください。
※森浦集会所で開催する成人健康相談（血圧測定）は、都合により時間が変更となっていますので、ご注意ください。

健康教育
月　　日 事　業　名 時　　間 場　　所

１月 17 日（月） なかよし体操 13：30 ～ 14：10 東新集会所
１月 24 日（月） なかよし体操 13：30 ～ 14：10 森浦集会所
１月 31 日（月） なかよし体操　交流会 13：30 ～ 14：30 公　民　館
１月  5 日（水）
１月 12 日（水）
１月 19 日（水）
１月 26 日（水）

あおぞら体操
9：30 ～ 9：45 暖海ゲートボール場

10：00 ～ 10：15 森浦寺前（トイレ横）
10：30 ～ 10：45 平見消防屯所前

１月 ６日（木）
１月 13 日（木）
１月 20 日（木）
１月 27 日（木）

あおぞら体操
9：30 ～ 9：45 多目的センター駐車場

10：00 ～ 10：15 東の浜ふれあい広場
10：30 ～ 10：45 平見公園

※感染症予防のため、なるべくマスクを着用の上、ご参加ください。
健診

月　　日 事　業　名 時　　間 場　　所
１月 ６日（木） １歳６か月児・３歳６か月児健診 13：00 ～ 13：30（受付） 多目的センター

１月 27 日（木） ４か月児健診 9：10 ～ 9：20（受付） 那智勝浦町福祉健康センター10 か月児健診 10：20 ～ 10：30（受付）
※感染症予防のため、受付時間を変更させていただく場合があります。

　飼い犬 ・飼い猫のフンの

後始末は飼い主が責任を

持って行いましょう。

　また、 飼い猫以外には

餌を与えないでください。

住民福祉課
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